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四
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
郵
政
省
の
現
職
局
長
等
の
綱
紀
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
郵
政
省
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
、
次
の
と

お
り
答
弁
す
る
。 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

平
成
七
年
七
月
三
十
一
日
夕
刻
、
東
京
都
台
東
区
浅
草
に
お
い
て
、
一
で
御
指
摘
の
両
名
が
、
企
業
役
員
五
名
と
会
食
懇

談
を
行
っ
て
い
る
。 

事
実
関
係
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
公
務
員
は
、
い
や
し
く
も
国
民
の
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
厳

に
慎
む
べ
き
で
あ
り
、
郵
政
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
趣
旨
を
も
踏
ま
え
、
今
後
と
も
綱
紀
の
粛
正
に
全
力
を
尽
く
し
て
ま 

ま
た
、
平
成
六
年
十
月
十
日
、
静
岡
県
内
に
お
い
て
、
二
で
御
指
摘
の
職
員
が
、
企
業
役
員
等
と
ゴ
ル
フ
を
行
っ
て
い

る
。 郵

政
省
に
、
御
指
摘
の
よ
う
な
慣
例
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
特
定
の
部
署
に
お
い
て
、
部
外
者
か
ら
餞
別
を
受
け
て
い
た

複
数
の
事
例
が
あ
っ
た
。 

衆
議
院
議
員
楢
崎
弥
之
助
君
提
出
郵
政
省
綱
紀
粛
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 
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四 

い
り
た
い
。 


